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〈主な改正事項〉 
○中小企業経営者の次世代経営者への引継ぎを支援する税制措置の創設・拡充 
○中小企業の投資を後押しする大胆な固定資産税の特例の創設 
○中小企業の賃上げ支援強化（所得拡大促進税制の拡充） 
○中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例の延長 
○中小法人の交際費課税の特例の延長 
 
〈その他の改正事項〉 
○産業競争力強化法に基づく創業支援事業計画の認定自治体における軽減措置の延長 
○欠損金の繰戻しによる還付制度 
○地域経済・中小企業支援関連 
 
〈参考：その他の主な中小企業税制〉 
○中小・小規模事業者の「攻めの投資」を支援する税制措置の拡充 
 １．固定資産税の特例 
 ２．中小企業経営強化税制 
 ３．中小企業投資促進税制 
 ４．商業・サービス業・農林水産業活性化税制 
○研究開発税制（中小企業技術基盤強化税制） 
○中小企業者等の法人税率の特例の延長 
○小規模宅地等の課税価格の計算の特例 
○個人事業者の事業用資産に係る事業承継時の負担軽減措置の創設等の検討 
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2 























 集中投資期間中における中小企業の生産性革命を実現するための臨時・異例の措置として、 償却資産に
係る固定資産税の特例措置を講じる。 

（１－２）中小企業の投資を後押しする大胆な固定資産税の特例の創設 （固定資産税） 新設 

※ 平成28年度に創設した現行の特例措置については、上記措置の創設に伴い、期限の終了を
もって廃止するため、規定を削除。（削除規定は平成31年４月１日施行） 

特例措置の内容 

○ 以下の要件を満たす設備投資を対象 
① 市町村計画に基づき中小企業が実施する設備投資 

     ・ 中小企業は商工会議所・商工会等と連携し、設備投資計画を策定 
     ・ 企業の設備投資計画が市町村計画に合致するかを市町村が認定 
 

② 真に生産性革命を実現するための設備投資 
  （導入により、労働生産性が年平均３％以上向上する設備投資） 

 
③ 企業の収益向上に直接つながる設備投資 
  （生産、販売活動等の用に直接供される新たな設備への投資） 

 
  ※ ②及び③の要件を満たすことにより、単純な更新投資は除外される 

 

○ 特例率は、３年間、ゼロ以上１／２以下で市町村の条例で定める割合とする。 
 

○ 当該特例措置は、集中投資期間（平成30年度～32年度）に限定 
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＜延長＞ 

 認定特定民間中心市街地経済活力向上事業計画に基づき不動産を取得した場合の所有権の移転登
記等の軽減措置の延長 （登録免許税） 

 認定特定民間中心市街地経済活力向上事業計画に基づき不動産を取得した場合の所有権の移転登記等に対する
登録免許税の税率の軽減措置の適用期限を２年延長する。 

 土地に係る固定資産税の負担調整措置及び条例減額制度の延長 （固定資産税、都市計画税） 

 宅地等及び農地の負担調整措置については、平成30 年度から平成32 年度までの間、商業地等に係る条例減額
制度及び税負担急増土地に係る条例減額制度を含め、現行の負担調整措置の仕組みを継続する。また、据置年度
において簡易な方法により価格の下落修正ができる特例措置を継続する。 

＜廃止＞ 

 独立行政法人中小企業基盤整備機構の仮設施設整備事業に係る特例措置の廃止  
                                             （登録免許税、印紙税、不動産取得税、固定資産税、都市計画税） 

 独立行政法人中小企業基盤整備機構が行う仮設施設整備事業に係る登録免許税等の特例措置は、適用期限の到
来をもって廃止する。 



〈参考：その他の主な中小企業税制〉 
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○中小企業者等の法人税率の特例 （法人税、法人住民税） 

概要 【本則：期限の定めなし】 
【租税特別措置：適用期限 平成３０年度末まで】 

○中小企業者等の法人税率は、年８００万円以下の所得金額について１９％に軽減されている(本
則)。 

○当該税率は時限的な措置として、更に１５％に軽減されている(租税特別措置)。 

○中小企業者等の法人税率について、年間８００万円以下の所得金額に対する税率を、１５％に軽減
（軽減税率）。 

○平成２９年度税制改正で、適用期限を２年間延長。 

対象 本則税率 租特税率 

大法人 
（資本金１億円超の法人） 所得区分なし ２３．４％ － 

中小法人 
（資本金１億円以下の法人） 

年８００万円超の所得金額 ２３．４％ － 

年８００万円以下の所得金額 １９％ １５％ 
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